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　今月は、地域の情報化をテーマとする話をする
ために、山形県の鶴岡市、沖縄県の那覇市、そし
て三重県の伊賀上野市を訪ねてきました。どこで
も、いよいよ本格的な地域の情報化の動きが盛り
上がってきています。あるいは、私たちの言葉で
いえば、全国いたるところにCAN（コミュニティ・
エリア・ネットワーク）を構築していく期が、い
よいよ熟してきたと思われます。
　鶴岡では、市長さんを支えてきた各方面での市
のリーダーの方々と、膝を交えてゆっくり話し合
いました。那覇は、全国的な沖縄支援の一環とし
て、社会経済生産性本部による沖縄情報特区構想
の発表にあたっての記念講演をしてきました。伊
賀では、地元の30人ほどのネティズンたちの間
に、NPO「伊賀LAN」を立ち上げる試みが一気に
進んで、発足総会が開かれることになり、そこに
参加してきました。とても気持ちのいい若者たち
でした。私も思わず惹きこまれて、「新緑の上野に
奔れ伊賀のLAN」、「天正の念ひを今に伊賀の
LAN」という拙い句を、投句してきました。
　その中であらためて痛感したのですが、同じ
CAN作りといっても、それぞれの地域の事情に応
じて、情報インフラのあり方から、情報リテラ
シーの普及のさせ方、あるいは必要なアプリケー
ションの種類や利用の仕方など、さまざまに異な
らざるをえません。したがって、地域情報化の先
進事例といっても、実に多種多様なものが生まれ
ています。しかも、「ドッグ・イアー」と呼ばれる
ほど急速なザ・ネットの進化の流れの中では、絶
えず新しい技術やアプリケーションが出現し、状
況は時々刻々変わっていきます。だとすれば、こ
れから情報化を進めようとする地域が、そうした
多様な先進事例のうち、どれをどのように参考に
すればいいのか迷ってしまうのも当然です。伊賀
LANの発足総会にゲストとして最後まで参加して

おられた松原美省青山町長さんが、挨拶の中で、
「自分は迷いに迷ったあげく、町にCATVを敷設す
ることを決めたばかりだけれども、早くもそれを
後悔している」とおっしゃられたのはまことに象
徴的でした。
　つまり今や、各地域の背景やニーズに応じた、
最も適切なCANの構築や運用の仕方について助言
し、活動を支援するためのコンサルティング組織
の必要が、一段と高まってきているのではないで
しょうか。私たちのCANフォーラムは、今年で発
足3年目を迎え、次の展開の方向を探ろうとして
いますが、単なる情報通有のためのフォーラムの
役割を一歩踏み越えた組織として進化していけれ
ばそれに越したことはないというのが、今回の一
連の地域訪問から受けた示唆です。皆様はいかが
お考えでしょうか。
　以上を前置きとして、今月は連載の第二回に入
ります。

第2章　近代化のあらすじ

第１節：主体の政治行為

　近代文明の進化過程は、“近代化”と総称され
る。この過程の本質を一言でいえば、主体の行為
能力（目標達成能力）という意味での主体の“パ
ワー”の、それもとりわけ他者（他主体）の行為の
制御能力の、不断の増進である。つまり、近代化
とは、主体の“エンパワーメント”過程に他なら
ない。
　ある主体による他者の行為の制御とは、自分に
とって望ましい行為を他者に行わせたり、望まし
くない行為を止めさせたりすることに他ならない。

●公文レター

情報化と近代文明 2
公文俊平（所長）



公文レター●情報化と近代文明 2

2

それは、主体がたずさわる最も広い意味での“政
治”行為である。これに対し、“経済”とは、もっ
とも広義には、第１－１節で定義した意味での
“手段財”の使用一般をさす。しかし、より狭くは、
“経済財”（の存在状態や主体間の分配状態）の制御
を目標とする行為をさす。政治行為も経済行為も、
相互作用する複数の主体からなる社会にあっては、
主体が日々たずさわるもっとも普遍的な行為であ
る。1

　政治行為は、三組の種類のものに大別できる。
すなわち、（１）脅迫・強制、（２）取引・搾取、（３）
説得・誘導である。それぞれについて手短に説明
しておこう。
　まず、ある主体（自分）が、他主体（相手）に対し
て、かくかくの行為を実行（ないし断念）して欲し
いという希望を伝達することを“要求”と呼ぶな
らば、“脅迫”とは、「自分の要求を容れてくれな
ければ相手を攻撃する」という意図の伝達（コミュ
ニケーション）である。ただし、ここで“攻撃”と
は相手にとっての世界状態の悪化を目標とする行
為（つまり、相手の損になるような行為）を自分が
実行することを意味する。そして“強制”とは、相
手の希望や意図の如何を問わず、（多くの場合、相
手の行為能力を喪失させることを通じて）自分の希
望を実現することを目標とする行為をさす。
　次に、“取引”とは、「自分の要求を容れてくれ
れば相手に協力する」という意図の伝達である。
ただし、ここで“協力”とは相手にとっての世界
状態の改善を目標とする行為（つまり、相手の得に
なるような行為）を自分が実行することを意味す
る。そして“搾取”とは、自分がもともと覚悟し
ていたよりも低いレベルの協力で、相手との取引
に成功することを意味する。つまり、相手からす
れば、自分からもっと多くの協力を引き出せたに
もかかわらず、その機会を逸してしまうことを意
味する。
　最後に“説得”とは、「自分の要求を容れること
それ自体が、相手にとって得になる」、つまり、相
手の世界状態の改善につながることを示そうとす
るコミュニケーションである。それに対し、“誘
導”とは、自分が希望している行為を相手が自発
的に実行（断念）したくなるような状況を、相手の

周囲に作り出すことをいう。相手が自分の説得に
応ずることで、結果的に自分の希望も実現される
とすれば、相手は自分に説得されると同時に誘導
されることにもなる。
　以上の説明からもわかるように、脅迫は強制と
不可分の関係にたつ。自分の脅迫が相手に容れら
れなければ、その信憑性を保証するためにも、自
分としては強制に訴えざるをえなくなる。でなけ
れば、以後誰も自分の脅迫を真に受けなくなるだ
ろうからである。他方、搾取は取引につきもので
ある。ある取引が可能になる条件に幅があるとす
れば、幅の両端のいずれかで取引が行われない限
り、取引当事者の双方が、取引にさいしてなにが
しか相手に搾取されたのではないかという疑惑（と
いうか正しい認識）を、もたざるをえないだろう。
同様に、自分の説得に応じた相手は、かりにそれ
が相手の得になったことは間違いないとしても、
同時に自分によって誘導されているのではないか
という疑念――この場合はそれが正しいとは限ら
ないのだが――を、しばしば抱くだろう。2

　脅迫・強制のパワーは、もっとも端的には、暴
力、つまり軍事力の保有や行使として発現する。
他方、取引・搾取のパワーは、取引の代償として
経済財の提供や、その使用の代行などが提案され
る場合が恐らくもっとも多いことを考えると、経
済力ないし産業力と不可分の関係に立つだろう。
これに対し、説得・誘導のパワーは、主体の知力
ないし情報力と最も密接に関連しているだろう。
この本では以下、軍事力を脅迫・強制力と、経済
力を取引・搾取力と、情報力を説得・誘導力と、事
実上同一視することにしよう。

第2節：近代化の三つの波

　この本での最も基本的な仮説の一つは、「近代化
は、互いに継起し複合していく、軍事力、産業力、
および情報力のエンパワーメントの波の形をとっ
て進んでいく」というものである。同じことを、
「近代文明の進化は、（近代）軍事文明、（近代）産業
文明、（近代）情報文明という三つの波の継起的複
合の形をとる」といい直してもよい。
　この仮説は、さしあたり次の第2 - 1図のように
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図示してみることができる。近代文明とそれを構
成している三つのエンパワーメントの波の出現自
体は、領土的な権力体の自立化（封建化）、政治的
に自立した地域相互間の経済的結合（商業化）、自
立した地域内での知的な卓越と交流をめざす発展
（人文化）などの形をとって、おそらくほぼ同じ時
期に、同時並行的、かつ緩やかに起こっている。た
とえばヨーロッパの場合は、6世紀から15世紀に
いたる千年ほどの期間に、日本の場合は10世紀か
ら15世紀にいたる期間に。しかし、個々の波の急
激な立ち上がりは、ヨーロッパの場合、16世紀の
半ば以降、ほぼ200年の間隔をおいて継起的に起
こった。日本の場合は、事態はより複雑であって、
まず軍事化の波がヨーロッパとほぼ同時期に出現
したところで、16世紀の中葉、ヨーロッパ近代文
明との第一次の“邂逅”が生じ、ヨーロッパの軍
事力の一つの中核（鉄砲）が日本にも伝播した。ま
たヨーロッパに出現していた情報力の一部（一神
教）も、同じ頃日本に伝播した。しかし、日本はこ
の二つ共に、程なく捨て去り、同時に海外進出の
動きも抑制して、国内での自生的な経済発展（“勤
勉革命”）を出現させた。しかしその過程で、軍事
化に続いて産業化の波を立ち上げたヨーロッパと
の第二次の邂逅が生じ、それ以降の日本の近代化
過程は“西欧化”の過程としてのコースをたどる
ことになった。日本は、西欧がそれぞれ約200年

かけて達成した軍事化と産業化の立ち上げ過程を、
それぞれ約100年で模倣することに成功し、近代
化第三の波にあたる情報化の立ち上げについては、
ほぼ同時期にそれを遂行しつつある。以下、近代
化の三つの波を考えるにあたっては、ヨーロッパ
（およびアメリカ）で生じた動きをモデルとして見
ていくことにしよう。
　近代化の波は、それぞれ、それを推進する原動
力ともいうべき種類のパワー（核パワー）を持ち、
その保有や行使に関する権利をみずからのものと
して自覚し主張する主体群（核主体）とその自覚的
なメンバー（下位主体）、およびそれらの核主体を
構成要素とする広域的な社会システム（それ自体は
主体とはみなせないようなシステム）を生み出す。
それぞれの核主体は、それにふさわしい活動空間
を見いだして、独自の産物の大量産出を試みると
同時に、広域的な社会システムを舞台として、そ
れぞれの波に独自の目標（抽象・一般化された核パ
ワーの追求と行使）の実現をめざす“社会ゲーム”
のプレヤーとなる。それぞれの波が進行していく
中で、主体や広域的システムのあり方、および社
会ゲームのルールや利得、戦略などが制度化され
ていく。それと共に、ゲームが効果的に普及した
場合に実現することが期待される社会秩序の抽象
理念化もまた、進行する。また、それぞれの波に
おいて基本権として自覚され制度的に確立した権
利を補完する役割を果たす、新しい種類の権利の
必要も意識されるようになる。
　そこでまず、上記三つの波のそれぞれについて、
その基本的な特色を概観しつつ定式化しておこう。
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第2 - 1図：近代化の三つの波

1 ここに定義した意味での政治行為の一部は、経
済行為と重なりうる。たとえば他の主体が保有
している経済財の入手を目標とする行為は、経
済行為であると同時に、政治行為でもありうる。

2 搾取と誘導の正当性に対する感覚は、明らかに
文化によって異なっている。私の日米の大学院
での授業経験によれば、取引に伴う搾取（とく
に売り手の側のそれ）を許し難いとみなす程度
は、アメリカよりも日本の学生たちの方が高い。
逆に、説得に付随しているかもしれない誘導に
対する不信の念は、日本よりもアメリカの学生
たちの方が高い。
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（まとめについては第2 - 1表参照）

軍事化の波　近代化の第一の波は、宗教文明帝国
（西欧のローマ帝国や日本の律令国家）の周辺にお
ける領土的権力体の自立（および自律）の試み、す
なわち“封建化”の試みから始まった。だが、第一
局面の進化を加速させて本格的に立ち上げたのは、
16世紀を中心に起こった一連の軍事的エンパワー
メント（軍事革命）であって、これを通じて、近代的
な主権意識をもち、それを神聖視する国家（近代主
権国家）とその国民、および主権国家にとっての活
動の舞台となる国際社会が、共進化を遂げていく。
国際社会（あるいは人間にとっての新たな活動領域
としての地政学的空間）は、主権国家がプレヤーと
なり、一定のルールに従って行われる社会ゲーム
である“威のゲーム”の場となった。
　威のゲームにおける主体間の相互行為の範型は、
“闘争”であり、その目標は“（国）威”すなわち、一
般的な脅迫・強制力の増進と発揚であった。そのた
めには、個別的な脅迫・強制力としての“領土”（お
よび領民）を、戦争（主権国家による軍事力の行使）
を通じてまず入手し、外交を通じてその保有を国
際的に正当化した。つまり、領土は国際的に認知さ
れる“国威”に転換された。この意味での“領土”
とは、一定の手続きによるその割譲（つまりそこに
及ぶ主権の放棄ないし移転）の可能性が前提されて
いる、主権国家の保有にかかる土地や人民に他な
らない。つまり、言葉を変えていえば、主権国家
は、地政学的空間の中に自国の領土を広げ、それを

自国の領民で満たそうとするのである。他方、主権
国家のメンバーとなった一般の人々、つまり国家
の臣民の第一の義務（かつ権利）は、兵士として戦
争に参加すること（国民皆兵）になった。また国家
の統治機構としての政府の役職につく権利や資格
も、次第に多くの人々に与えられていった。
　威のゲーム自体は、国際社会を場として分散・
分権的に行われたが、個々の主権国家はその領土
の中では、武力の保有や使用を集権的に管理しよ
うと努めた。各国の国民にとっての“平和”（ない
し安全）は、その属する国家が威のゲームに勝って
国威を増進すると共に、国内での武力・暴力の保
有や行使を効果的に統制することによって達成さ
れると考えられた。とはいえ、国家がその手中に
軍事力を集中した上で、国家の内外に対するその
行使を専制的に行われたのでは、その国民の安全
や福祉は必ずしも保証できない。そこで、国家が
排他的に保有し行使すると主張する主権それ自体
を、そのメンバーである国民の制御下に置こうと
する“主権在民”思想の台頭やその現実化の試み、
つまり国家の“民主化”の試みが、威のゲームで
優位を占めた近代主権国家の間では、ひろく行わ
れ成功するようになった。その過程で、最初は国
家主権を一身に具現する国王の“臣民”としての
意識や行動様式をもつところから出発した近代国
家の国民たちは、しだいに自らが主権者であると
いう自覚を持つ、“公民”へと成長していった。そ
の結果として、今日では、少なくとも国内の平和
と安全に関する限り、民主主義的な主権国家によ

第一の波（軍事化）� 第二の波（産業化）� 第三の波（情報化）�
出現の契機�
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主要産物�

広域社会システム�
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第２ -１表：近代化の三つの波の特徴比較
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る集権的な統治のシステムの有効性は、広く認め
られている。ただし、仮に民主主義的な多数決に
基づいたにせよ、国民は、国家が冒してはならな
い一連の権利、すなわち“人権”を保有していて、
国家はそれを尊重しなければならないという考え
方が、近年ではますます強くなってきている。つ
まり、国家主権を補完するものとしての国民の
“人権”の観念が、第一の波の成熟と共に、確立し
ていくのである。
　他方、威のゲームの国際的な正統性は、20世紀
にいたってゲームのルールを無視する（たとえば、
世界の征服をもくろむとか、戦時国際法を遵守し
ないとか）プレヤーが続発することによって、次第
に失われていった。侵略戦争が国際的な犯罪とみ
なされるようになると、威のゲームはもはや社会
ゲームとしては成立しえなくなる。それは同時に
主権国家がもつとされた主権性の動揺をもたらす。
今後は、戦争が根絶されたり、主権国家が消滅し
たりすることはありえない 3 にしても、戦争や主権
国家自体の性格は大きく変質していかざるを得な
いだろう。

産業化の波　戦争と同様、商業も、人類の歴史と
共に古い。しかし、近代化の第二の波としての“商
業化”は、発生と進化の途上にあった封建的権力
体の間をつなぐ商業活動の試みとしてまず始まっ
た。12世紀におけるヨーロッパの“商業革命”は、
商業活動が異文明であるイスラム文明との間にま
で拡大したことを示している。
　この第二の波を本格的に立ち上げたのは、18世
紀の後半以来一気に加速した一連の経済的エンパ
ワーメント（産業革命）であって、これを通じて、
私権としての私有財産権を神聖視する近代的な産
業企業とその市民（従業員および企業の製品の購入
者としての人々）、および産業企業の活動の舞台と
なる世界市場が、共進化を遂げていく。世界市場
（あるいは人間にとっての新たな活動領域としての
工学的空間）は、産業企業がプレヤーとなって、一
定のルール（商法や民法など）に従って行われる社
会ゲームである“富のゲーム”の場となった。こ
のゲームにおける主体間の相互行為の範型は、“競
争”であり、その目標は“富”すなわち、一般的

な取引・搾取力の蓄積と誇示であった。そのため
には、個別的な取引・搾取力としての“商品”を、
生産（産業企業による経済力の行使）を通じてまず
入手し、販売を通じてその有用性を社会的に正当
化した。つまり、個別的な商品は、市場で売られ
ることによって“富”に変換されるのである。こ
の意味での“商品”とは、一定の手続きによるそ
の譲渡（つまり、それに及ぶ所有権の移転）の可能
性が前提されている、産業企業の所有にかかる財
やサービスに他ならない。つまり、言葉を変えて
いえば、産業企業は、工学的空間の中を人工物、す
なわち自らの生産した財やサービスで満たそうと
するのである。現に産業社会に生きるわれわれの
生活は、ほとんど全面的に各種の人工物に取り囲
まれているといっても過言ではないほどである。
産業企業のメンバーとなった一般の人々、つまり
会社の従業員の第一の義務（かつ権利）は、生産・
販売者として企業活動に従事することになった。
もちろんこれらの人々は、近代国家の国民でも同
時にあるわけだが、その両面の意味をこめた「シ
ティズン」（市民ないし公民）という呼び名も、近
代産業社会では広く通用するようになっていった。
富のゲーム自体は、世界市場を場として分散・分
権的に行われたが、個々の産業企業はその中では、
経済力の保有やとりわけ使用を集権的に管理しよ
うと努めた。産業社会の市民、すなわち各企業の
従業員および企業の生産する商品の購入者にとっ
ての“繁栄”（ないし豊かさ）は、その関係する企
業が富のゲームに勝って富を蓄積すると共に、社
会全体としての富のゲームの円滑な進行が保証さ
れることによって達成されると考えられた。
　主権国家およびその国民の観点からすれば、分
権的な社会ゲームとしての富のゲームの自由を認
めることが、社会ないし国家・国民の繁栄につな

3 それどころか、近代国家は、威のゲームのプレ
ヤーであることを止めると同時に、その“主権”
の一部を上位の国際機関や下位の地方組織に委
譲することによって、むしろその黄金時代に到
達する可能性があるという見方をしている人さ
えいる。（公文俊平編著、『ネティズンの時代』
（NTT出版、1996年）、215ページ参照。



公文レター●情報化と近代文明 2

6

がるという保証は必ずしもなかった。むしろ独占
の発生や、貧者と富者との間の富や所得の格差、
階級分裂の固定化などが懸念された。その対策と
して考えられた一つの方式は、武力と同様経済力
もまた主権国家の集権的・計画的な保有と使用に
委ねるという“社会主義”的解決であった。しか
し、20世紀の経験を通じて、この方式の有効性の
なさが明らかになった。今日では、産業活動は私
的所有権を認められた企業の分権的なゲームに委
ね、主権国家は、そのルールの強制者となる一方、
富や所得の部分的再分配、あるいは景気や雇用の
部分的なコントロール、および国民生活の安全や
環境の保全を目的とした企業活動の規制に携わる
という補完的な役割に徹することの有効性が、広
く認められるにいたっている。また近年では、企
業の経営そのものに対して、企業の株主や株主の
委託を受けた経営者だけでなく、企業の従業員や、
企業の生産・販売する商品の買い手としての市民
も、利害関係と共に発言権をもっているとする産
業民主主義、ないし産業市民主義的な考え方が有
力になりつつある。それと同時に、私有財産権は
単に国家主権との関係で一定の制約を受けるばか
りでなく、主体を取り巻く自然・社会環境との関
連でも、やはり一定の制約に服さなくてはならな
いとする“環境権”の主張も、広汎な支持を得つ
つある。これは、国家主権を補完する権利として
人権の伸張が見られるにいたった過程と軌を一に
しているということができよう。
　他方、富のゲーム自体の世界的な正統性に対し
ては、20世紀の後半にいたって企業の多国籍化な
ど富のゲームの世界化が一段と進む中で、さまざ
まな疑問が出され始めている。とりわけ近年、第
三次産業革命としての“情報産業革命”の開始や、
近代化の第三の波としての“情報化”の本格的立
ち上がりにともなって、そうした疑問はさらに深
刻なものになりつつある。しかし同時に、個々の
主権国家による経済（あるいは富のゲームの場とし
ての市場）に対する補完的な制御の有効性に対して
も、それ以上に深刻な疑問が出されている。とは
いえ、今日までのところ、商取引そのものの正統
性までが疑問視されているというわけではない。
もちろん、情報化や情報産業革命の進展と共に、

主権国家だけでなく産業企業のあり方もまた、大
きく変化していかざるを得ないだろう。しかし、
威のゲームの非正統化が進んだほどには、富の
ゲームの非正統化は進まないと考えられる。それ
どころか、これから21世紀にかけての第三次産業
革命の進展と共に、富のゲームは、若干の変質と
成熟化を伴いながらも、さらに広くかつ深く普及
していくと考えられる。

情報化の波　商業と同様、情報や知識の創造と普
及を専門とする職業や組織の発生も、ほとんど人
類の歴史と共に古いといってよいだろう。しかし、
近代化の第三の波としての人文化は、発生と進化
の途上にあった封建的権力体の境界を超える知的
な卓越性と交流をめざす活動の試み（たとえば西欧
の場合でいえば6世紀のベネディクト修道会の結
成や12世紀の大学の出現）として始まり、14世紀
以降のルネサンスや宗教革命、15世紀の印刷革
命、さらには17世紀の科学革命へと引き継がれて
いった。
　第三の波の本格的立ち上がりをもたらしたのは、
1950年代以来加速した一連の知的エンパワーメン
ト（情報化）であって、これを通じて、公権としての
国家主権や私権としての私有財産権とは異なる、い
わば“共権”とでも呼ぶことが適切な“情報権”4 を
神聖視する近代的な情報智業 5 とその智民（智業の
メンバーおよび智業の働きかけの対象としての
人々、英語では“ネティズン”）、および情報智業
の活動の舞台となる地球智場が、共進化を遂げて
いくだろう。個人や組織にとって、知力ないし情
報力が、これまでの軍事力や経済力に勝るとも劣
らぬパワーとなりうることは、すでに広く認めら
れ始めている。地球智場（あるいは人間にとっての
新たな活動領域としての智的空間ないしサイバー
スペース）は、情報智業がプレヤーとなって、一定
のルール（たとえばNPO法のような）に従って行わ
れる社会ゲームである“智のゲーム”の場となる
だろう。現在爆発的に拡大しているインターネッ
トの本質は、それが果たす地球智場としての機能
にある。つまり、インターネットこそ、ここでい
う地球智場の具体化に他ならないのである。
智のゲームにおける主体間の相互行為の範型は、
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威のゲームのような“闘争”でもなければ、富の
ゲームの場合のような“競争”でもない。それは
“協働”とでも呼ぶことがふさわしい相互の説得・
誘導である。そして、智のゲームの目標は、“智”
すなわち、一般的な説得・誘導力の獲得と発揮に
ある。そのためには、個別的な説得・誘導力とし
ての“通識”を、創造（情報智業による知力の行
使）を通じてまず入手し、普及を通じてその有用性
を社会的に正当化しなければならない。つまり、
個別的な通識は、智場で受け入れられることに
よって“智”に変換されるのである。この意味で
の“通識”とは、一定の手続きによるその普及な
いし通有の可能性があらかじめ前提されていると
ころの、情報智業の創造にかかる知識や情報に他
ならない。6 つまり、言葉を変えていえば、情報智
業は、“智的空間”の中を自らの創造した知識や情
報で満たそうとする。あるいはそれらの知識や情
報が具象化あるいは具能化した“バーチャル・リ
アリティ”や“バーチャル・ライフ（つまり、最近
使われている言葉でいえば、ネットワーク上の
エージェント）”で、満たそうとするのである。
　また、ここでいう“智のゲーム”は、知の超分
散システムともいえる“地球智場”を場として、超
分散・分権的に行われることになるだろう。個々
の情報智業はその中では、知力の保有やとりわけ
使用を、他の智業（あるいは政府や企業）や智民（あ
るいは国民や市民）たちとの間に形成される各種の
社会的ネットワークを通じて協働的に管理しよう
と努めるだろう。智民、すなわち各智業のメン
バーないし諸智業が普及の対象とする通識の通有
者にとっての“愉快”（ないし満足）は、その属す
る智業が智のゲームで優れた成果をあげて智を獲
得すると共に、社会全体としての智のゲームの円
滑な進行が保証されることによって達成されると
考えられる。
　しかしながら、主権国家およびその国民の観点、
あるいは産業企業およびその市民の観点からすれ
ば、超分散的な社会ゲームとしての智のゲームの
自由を認めることが、みずからの愉快や満足の実
現につながるという保証は必ずしもない。むしろ
知的独占の発生や、地域間、世代間、職業間等に
わたる情報貧者と情報富者 7 との間の知識や情報の

4 ここでいう“情報権”には、(a)積極的な（自分
の）行為権と、(b)消極的な（他者への）請求権の
二つの側面が考えられる。また、(1)情報や知識の
処理にかかわる権利と、(2)その過程で生成した情
報や知識の帰属にかかわる権利、および、(3)自分
自身に関する情報や知識の管理にかかわる権利、
などに分類してみることもできる。それらを組
み合わせると、
(1a)情報自律権　　　(1b)情報セキュリティ権
(2a)情報帰属権　　　(2b)情報プライオリティ権
(3a)自己情報管理権　(3b)情報プライバシー権
といった分類が可能になる。

5 この“智業”は、情報社会の核主体に対して、
私が仮に与えた呼び名である。一般には、20世
紀の後半になって、既存の国家（やその政府）
でも営利企業でもない新しいタイプの組織が多
数出現してきたことの自覚に伴って、それらを
NGO（非政府組織）あるいはNPO（非営利組
織）と呼ぶ、いってみれば消極的な規定が広く
用いられている。しかし、そうした規定は、こ
れらの新種の組織が積極的には何であるのかを
示すものではない。もちろん、“ボランティア”
という言い方もはなはだ不適切である。兵士で
も少なくとも志願兵となる国民はボランティア
だといってよいだろう。同様に、企業の従業員
として応募してくる市民は、やはりボランティ
アである。他方、智業のメンバーである智民た
ちも、ボランティアだからといって、何の組織
的統制にも服さず好き勝手に行動しているケー
スはごく希だろう。そこで私は、情報社会に出
現してくる新種の組織のことを、“智のゲーム”
のプレヤーであるところの“智業”として、積
極的に規定しようと思う。

格差、あるいは階級分裂（最近の言葉でいえば“デ
ジタル・ディバイド”）などの、発生と拡大、ある
いは固定化が懸念されるようになる可能性がある。
超集権的な情報管理社会（「1984年」）の悪夢は、そ
のもっとも極端なものである。ただし現実には、
知識や情報の超集権化はまず不可能であろう。む
しろ、超分散化の行き過ぎによる社会的な紐帯の
崩壊の危険の方がより現実的だろう。
情報化の初期に見られる“デジタル・ディバイド”
の拡大は、“賢者”の側に加わりたいという意欲を
かき立てることによって、一面において情報化そ
のものを推進する誘因として機能するだろう。他
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面ではそれは、“愚者”としておとしめられたくな
いという意欲をかき立てることによって、情報化
の進展（少なくとも急速な進展）に反対してその動
きを押しとどめようとする既存の組織（国家や企
業）やそのメンバー（国民や市民）の“新ラダイト”
型の反対運動を刺激すると同時に、情報化を積極
的に進めていく中で格差の縮小ないし解消をめざ
そうとする智業や智民の活動の誘因ともなるだろ
う。情報化を強引に推進しようとする流れが、そ
れを力ずくでも押しとどめようとする流れと対立
する結果が、産業化の初期に見られた“市民革命”
に匹敵する“智民革命（ネティズン革命）”を誘発
しないとも限らない。あるいはまた、智民たちは、
情報化に名を借りた智場（インターネット）の性急
な市場化や一攫千金を夢見るネット資本主義者た
ちの台頭に反対して、むしろ新ラダイトたちと連
合戦線を組もうとするかもしれない。いずれにせ
よ、後により詳しく見るように、智民たちの“政
治化”の動きはとどまることがなく、遅かれ早か
れそれは、智民たちによる情報権の確立から情報
社会の“ガバナンス”の要求や試みとなって、大
きく展開していくだろう。
　他方、より遠い将来には、軍事社会での主権の
制限としての人権擁護や、産業社会での所有権の
制限としての環境権の擁護に似た、情報社会での
情報権の制限としての“身体権”の擁護の動きも
起こってくると思われる。少なくとも、環境を破
壊するような企業活動の自由にはなんらかの制約
が加えられてしかるべきだという認識が広がって
くるのとまったく同じように、人間の身体の破壊
につながるような“言論の自由”や“布教の自由”
ないしは“説得の自由”には、なんらかの制約が
加えられてしかるべきだという認識も、20世紀後
半以来達成された“洗脳”面でのエンパワーメン
トの大きさとその危険性とが自覚されるにつれて、
智民たちの間に広く通有されるようになっていく
だろう。
　それはともかく、軍事化によって軍人貴族（武士
階級）や傭兵の軍隊が国民軍に転換し、産業化に
よって特権的な商人や職人の営んでいた商工業が、
ひろく一般市民の営む活動となったように、情報
化は、知識や情報の創造や普及を一般智民の営む

活動に転換させるだろう。これまでの産業社会の
市民は、物的生活では生産者用機械だけでなく消
費者用機械（乗用車や家電製品）の積極的な使用者
となったにも関わらず、情報生活では受動的な
“カウチポテト”にとどまっていた。知識や情報の
創造と普及は、専門家としての学者や芸術家たち
によって、市場やマスメディアをプラットフォー
ムとして行われていた。しかし、情報化の進行は、
軍事において一般国民が果たし、経済活動におい
て一般市民が果たしたのと同様な役割を、知的活
動において一般智民に与えようとしている。言い
換えれば、情報社会における“情報コンテント”の
圧倒的に多くの部分は、智業や智民たち自身に
よって創られ、通有される。同時に、その創造や
普及の組織も、これまでの大学・研究所やマスメ
ディアから、智業と智民による超分散的な知の
ネットワークに変わっていくと思われる。つまり、
情報社会における知識や情報の交流の大原則は、
その双方向性と遍在性である。寡占的な知識・情
報の生産・流通センターからの一方的な情報提供
や、それに特化した情報通信インフラは、消滅し
てしまうことはないにしても、ごく限られた役割
しか果たさなくなっていくだろう。
　さらにいえば、智業や智民の社会的機能は、知
識や情報の創造や普及・通有にとどまるものでは
ない。あるいは、単なるコミュニケーション（交
流）にのみとどまるものではない。さらに進んで、
知識や情報を積極的に活用した社会的な目標の達
成にも、彼らは協働して携わるようになるだろう。
つまり彼らは、政府や企業には頼らないで、自分
たち自身の力による目標の実現をめざすさまざま
なコラボレーション（協働）の組織者ともなるだろ
う。とはいえ、それは、企業・市民や国家・国民
とのコラボレーションを排除するものでないこと
はいうまでもない。むしろ協働は、智業・智民の
間だけにとどまらず、企業・市民や国家・国民と
の間にも、そして一地域や一国の境界を超えてグ
ローバルにも、推進されていくだろう。そうだと
すれば、これから普及する智のゲームは、コミュ
ニケーションとコラボレーションの両方の側面を
あわせ持つことになる。
　産業社会においては、商工業以外の社会活動（た



GLOCOM会報「智場」No. 54

9

とえば医療や教育）の多くが市場をプラットフォー
ムとして営利事業的に営まれるようになったのと
同様、情報社会においては、智業以外の社会活動、
とりわけこれまでの営利事業の多くが、智場をプ
ラットフォームとして営まれるようになっていく
だろう。その意味では、21世紀の産業活動、ある
いは富のゲームは、これまでのような“自由競争”
というよりは、協働を基盤とした競争という性格
を強く備えるようになるだろう。その意味では、
時代は“大競争”ではなくて、“大協働”に向かっ
ているのである。

第３節：Ｓ字波の視点からする「歴史
の中の現代」の位置づけ

　以上が、近代化の三つの波のごくおおまかな概
観である。次に、三つの波の本格的な立ち上がり
が、互いに約200年の間隔をおいて起こっている
ことに注目して、それらの相互関係を考えてみよ
う。そのために、「Ｓ字波の視点」とでも呼ぶこと
のできる、社会システムの変化を捉えるための一
つの基本的な枠組みを利用してみよう。すなわち、

１．社会的な変化は、まず緩やかに“出現”し、次
いで急激に“突破”し、最後に（しばしばオーバー
シュートを伴いつつ）“成熟”にいたる三つの局面
を持つＳ字波の形で起こる
２．あるＳ字波が成熟局面に入るころ、しばしば
新しいＳ字波が出現する
３．あるＳ字波の各局面は、それに対応するより
小さなＳ字波に分解できる

ものと考えてみよう。（第2 - 2図参照）このような
視点に立つと、同一のレベルでの一連の社会変化
は、しばしばＳ字波の連鎖の形をとって発生する
とみなせることになる。また、あるレベルの社会
変化は、それを構成する下のレベルでのいくつか
の（典型的には三つの）Ｓ字波の社会変化連鎖に分
解でき、それぞれの連鎖の環は、さらにより下の
レベルのＳ字波の社会変化連鎖に分解できること
になる。つまり、全体として、社会変化の過程は、
Ｓ字波連鎖のフラクタル構造をなしているとみな

せることになる。

　そしてこの視点を、近代化の三つの波の本格的
な立ち上がりの時期に適用して、近代化の「歴史
の中での現代」の位置づけを試みてみよう。その
結果をもっとも巨視的な形で図示したのが、第2 -
3図である。この図には、近代化の立ち上がりが16
世紀の中葉から軍事化の波の立ち上がり（の出現過
程として）まず本格化し、その後約200年ごとに、
産業化の波と情報化の波とがそれぞれ立ち上がっ
ているという認識が示されている。現在、つまり
西暦2000年がこのような近代化過程の中で占める
位置は、図の丸によって示されている。すなわち、
西欧近代文明（およびそれを模倣して進化してきた
日本近代文明）は今、軍事化によって出現し産業化
によって突破してきた全体としての近代化過程が、

出現� 突破� 成熟�

第2 - 2図

6 たとえば、後述するナプスターやヌーテラのよ
うなプログラムのディレクトリーに登録される
ことによって、誰でもその所在や内容の概要を
知ることができ、欲しければいつでもダウン
ロードできるようになっている情報や知識は、
ここでいう通識の典型例である。

7 知力の保有ギャップを“富者”対“貧者”の
ギャップとして表現するのは、富のゲームから
の類推である。他方、“情報強者”対“情報弱
者”という言い方は、威のゲームからの類推で
ある。いずれも、智のゲームにおいて発生する
ギャップの記述としては十分に適切とはいえな
い。智のゲームとの関係では、むしろ“賢者”
対“愚者”のギャップという方がより適切なの
ではないか。
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いよいよその成熟の局面にさしかかろうとしてい
るところであって、それをより詳しくみれば、“産
業化の成熟”（すなわち近代化の“突破の成熟”）と
“情報化の出現”（すなわち近代化の“成熟の出現”）
の局面を同時に経過しつつあるところだというの
が、この図の示唆するところである。そこで次に、
近代化の波の後半に焦点を合わせて、Ｓ字波の視
点をさらに倍率を上げて適用してみよう。

［次号「第2 - 4節：産業化のＳ字波と情報化のＳ字波」
に続く］

出現� 突破� 成熟�

第2 - 3図


